
愛媛県算額所在地・奉納者一覧

社 寺 名 所 在 地 奉 納 者 年 号 西暦 備 考

伊佐爾波神社 松山市桜谷町173 大 西 佐 兵 衛（義 全） 享和 3年 1803 県指定

小 嶌 又 兵 衛（馭 季） 文化 9年 1812 県指定

佐 野 長 次 郎（氏 昌） 天保 3年 1832 県指定

簡 野 主 計（光 利） 〃 1832 県指定

和 田 栄 太 郎（平俸輔） 天保 8年 1837 県指定

仙 波 収 平（正 晴） 弘化 4年 1847 県指定

山 崎 喜右衛門（昌 龍） 嘉永 3年 1850 県指定

山 崎 富 太 郎（昌 廣） 〃 〃 県指定

人 川 市 太 郎（正 彦） 〃 〃 県指定

井手上丈左衛門（燕 信） 〃 〃 県指定

栗 林 佐 太 郎（昌 之） 〃 〃 県指定

河 原 保 三（ 憲 ） 〃 〃 県指定

花 山 金 次 郎（直 孝） 〃 〃 県指定

越 智 峯 次（氏 勝） 〃 〃 県指定

吉 田 茂 兵 衛（昌 壽） 嘉永 7年 1854 県指定

伊 崎 為 次 郎（義 継）
万延 2年 1861 県指定

石 崎 良 蔵（義 之）

俊 野 巻 衛（正 焉） 文久元年 1861 県指定

高 阪 金 次 郎（峻 則） 明治 6年 1873 県指定

桐 野 富 五 郎（季 長） 明治11年 1878 県指定

松 岡 太 三 郎（幸 久） 明治12年 1879 県指定

野 本 忠 五 朗（昌 孝） 明治17年 1884 県指定

中 村 正 教 昭和12年 1937 県指定

関 家 喜 多 次 文政 6年 1823 復元算額

太 山 寺 松山市太山寺町1730 花 山 金 次 郎（直 孝） 嘉永 5年 1852 市指定

吉藤三島神社 松山市吉藤町1-2-25 松 岡 多 三 郎（幸 久） 明治13年 1880 市指定

三津嚴島神社 松山市神田町1-7 塩 田 民 之 丞 (文化 7年) (1810) 復元算額

伊豫稲荷神社 伊予市稲荷1236 岩 田 源 介（清 興） 寛政 9年 1797

金刀比羅神社 大洲市新谷乙1779 別 宮 四郎兵衛（猶 重） 天明 8年 1788 県指定

内子八幡神社 喜多郡内子町内子1125 岩 田 清 謹（源 助） 弘化 4年 1847 町指定

元郷社三島神社 喜多郡内子町五十崎甲 大 野 猶 吉 明治27年 1894

1521-1 不 明 不明 不明

法 眼 寺 大洲市新谷乙1068 岩 田 清 謹（源 助） 寛政 6年 1794 復元算額

大浜八幡神社 今治市大浜3-1-6 手 嶋 太 助 弘化 2年 1845

大井八幡神社 今治市大西町宮脇1437-1 片 上 與 平 他４名 明治39年 1906

高家八幡神社 松山市北斉院町198番地 関 家 百 太 郎 他９名 明治24年 1891 ※新発見

（注）

備考欄の「県指定」は、愛媛県指定有形民俗文化財（平成17年12月27日）

「市指定」は、松山市指定有形民俗文化財（平成16年11月11日）

「町指定」は、内子町指定有形文化財 （昭和60年10月 9日）

「※新発見」は、平成22年６月17日、松山市教育委員会文化財課からの情報で確認した。


